
八幡浜地区施設事務組合特別養護老人ホーム青石寮職員

の初任給、昇格、昇給等に関する規則  

 

平成２０年１２月  １日  

規 則 第 ８ 号 

改正 平成２３年 ４月 １日規則第 ２号   令和 ３年１０月２６日規則第 ８号 
 

（目的）  

第１条  この規則は、八幡浜地区施設事務組合職員の給与に関する条例

（昭和５８年条例第１１号）第２条において準用する八幡浜市職員の

給与に関する条例（平成１７年八幡浜市条例第４６号）第３条第１項

の規定に基づき、八幡浜地区施設事務組合特別養護老人ホーム青石寮

職員の給料表の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定め

ることを目的とする。  

 （準用規定）  

第２条  八幡浜地区施設事務組合特別養護老人ホーム青石寮職員の初任

給、昇格、昇給等については、八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等

に関する規則（平成１７年八幡浜市規則第３０号）を準用する。この

場合において、同規則中「市長」とあるのは、「組合長」と読み替える

ものとする。  

 （補足）  

第３条  この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。  

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成２３年規則第２号）  

 この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（令和３年規則第８号）  

 この規則は、公布の日から施行する。  

    


